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１．妊娠・出産～子育て期の諸制度

妊娠 産前 出産 産後 １歳 ３歳
小学校
就学

小学校
卒業

保健指導、健康診査を受けるための通院休暇

通勤混雑を避けるよう勤務時間短縮指導

休息・捕食に必要な時間

妊娠・出産に関する諸症状の発生のおそれがあり指導されたとき

母
性
健
康
管
理
休
暇

特
別
休
暇

産前休暇 産後休暇

育児休業

育児休業

育
児

休
業

子の保育のために授乳等を行う場合

配偶者の出産に伴い勤務しないことが相
当であると認められる時

配偶者の出産に伴い小学校就学前の子又は出産した子の養
育のため勤務しないことが相当であると認められる時

子の予防接種又は健康診断

子の看護

子の学校行事の参加

育
児
に
関
す
る
勤
務
の

緩
和
措
置

育児短時間勤務

早出遅出勤務

深夜勤務制限

時間外勤務制限

女性職員

男性職員

男女共通

常
勤
職
員

保健指導、健康診査を受けるための通院休暇

通勤混雑を避けるよう勤務時間短縮指導

妊娠・出産に関する諸症状の発生のおそれがあり指導されたとき（勤務時間短縮、休業等）

特
別
無
給
休
暇

特
別
有

給
休
暇

産前休暇 産後休暇

育児休業

育児休業

育
児

休
業

子の保育のために授乳等を行う場合

配偶者の出産に伴い勤務しないことが相当
であると認められる時

配偶者の出産に伴い小学校就学前の子又は出産した子の養
育のため勤務しないことが相当であると認められる時

子の看護

子の学校行事の参加

育
児
に
関
す
る
勤
務
の

緩
和
措
置

育児短時間勤務

早出遅出勤務

深夜勤務制限

時間外勤務制限

非
常
勤
職
員

子の予防接種又は健康診断

休息・捕食に必要な時間
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２．妊産婦の諸制度について

母性健康管理措置（男女雇用機会均等法第１２条関係、第１３条関係）
妊産婦（妊娠中又は出産後1年以内の女性）が保健指導又は健
康診査を受けるために通院するとき

通勤時の混雑を避けるよう指導されたとき
母性健康管理休暇又は１時間以内の時差出勤の措置

休息・捕食等について指導されたとき
勤務時間の始めから連続する時間若しくは終わりまで連続する
時間又は勤務しないことを請求した職員について、他の規定によ
り勤務しないことを承認している時間に連続する時間以外の時間
で適宜休息し、又は捕食するための時間

妊娠・出産に関する諸症状の発生のおそれがあり指導されたとき

母
性
健
康
管
理
休
暇

妊娠２３週まで ４週間に１回

妊娠２４週から３
５週まで

２週間に１回

妊娠３６週以降出
産まで

１週間に１回

産後１年以内
医師等が指示するところによ
り必要な時間

常
勤
職
員

非
常
勤
職
員

特
別
無
給
休
暇

要件（概要） 期間（概要）

必要と認められる時間。
休暇の単位は、必要に応じて１日、１
時間または１分。
※ただし、医師等の指示がある場合は
その指示による必要な時間。

勤務時間の始め又は終わりに１日を通
じて１時間を超えない範囲内の時間

必要と認められる時間

必要と認められる時間

（１）母性健康管理休暇、特別休暇等について

特
別
有
給
休
暇

特
別
休
暇

産前休暇
８週間（多胎妊娠の場合にあっては１４週間）以内に出産する
予定である職員が申し出た場合

産後休暇
出産した場合。（妊娠満１２週以後の分べんをいう）

配偶者の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる時
（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む）

配偶者が出産する場合で小学校就学前の子又は出産した子の養育
のため勤務しないことが相当であると認められる時

出産の日までの申し出た期間

出産の日の翌日から８週間を経過する
日までの期間（産後６週間を経過した
職員が就業を申し出た場合において、
医師が支障がないと認めた業務に就く
期間を除く）

配偶者が出産するため病院に入院する
等の日から出産の日後２週間を経過す
る日までの期間において２日の範囲内
の期間

配偶者の出産予定日の８週間（多胎妊
娠の場合にあっては１４週間）前の日
から当該出産の日後８週間を経過する
日までの期間において５日の範囲内の
期間

*医師等の指示事項の内容を的確に伝えるには、「母性健康管理指導事項連絡カード」を利用して下さい。
「母性健康管理指導事項連絡カード」は厚生労働省ホームページからダウンロードすることができます。
（http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-25-1.htm）
また、ほとんどの母子健康手帳に様式が記載されていますので、それをコピーして使うことができます。

*産前休暇・産後休暇中に給与が支給されない場合は、社会保険（共済組合）へ出産手当金を請求することができます。
（詳細は Ｐ8 「（２）出産に係る共済組合・社会保険等」 を参照）

－３－

*それぞれ請求については、休暇簿により担当係へ提出してください。

特
別
無
給
休
暇



危険有害業務の就業制限 （労働基準法第64条の３関係）

妊産婦については、重量物を取り扱う業務（満18歳以上の場合は、断続作業３０kg以上、継続作業２０kg以上）な
ど妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせることはできません。（具体的業務は｢女性労働基準規則｣で定められて
います。）
なお、妊娠と診断された女性の放射線業務従事者については「電離放射線障害防止規則」において被ばく量の限度が
定められています。

軽易業務転換（労働基準法第65条関係）

妊娠中は、他の軽易な業務への転換を請求できます。

時間外労働、休日労働、深夜業の制限（労働基準法第66条関係）

妊産婦は、時間外労働、休日労働、深夜業の免除を請求できます。

時間外労働、休日労働、深夜業の制限（労働基準法第66条関係）

（２）妊産婦の就業制限について

時間外労働、休日労働、深夜業の制限（労働基準法第66条関係）

妊産婦は、時間外労働、休日労働、深夜業の免除を請求できます。

変形労働時間制の適用制限（労働基準法第66条関係）

変形労働時間制が適用されている場合でも、妊産婦は１日７時間45分及び１週間について38時間45分を超えて労働
しないよう請求できます。

解雇の禁止（男女雇用機会均等法第９条、労働基準法第19条関係）

妊娠、出産、産前産後休暇の取得を理由とした解雇は禁止されています。形式的には退職勧奨であっても、圧力によ
り労働者がやむを得ず応じ、労働者の真意に基づくものでない場合は、解雇に含まれます。
また、産前・産後休暇の期間及びその後30日間の解雇は禁止されています。

－４－



３．子育て期の諸制度について

（１）育児休業等

〇内容・取得条件

常勤職員

非常勤
職員

子が３歳に達する日
（誕生日の前日）まで

取得可能

次のいずれにも該当する者

・大学に引き続き雇用された期間が
１年以上であること
・子の１歳到達日を超えて引き続き
雇用されることが見込まれること
（子が２歳に達する日までに雇用契
約期間が満了し、雇用契約の更新
がないことが明かである者を除
く）

上記以外の者（③④⑤は期間雇用
職員が該当）

子が１歳に達する日
（誕生日の前日）まで

取得可能

パパ・ママ育休プラス
父母ともに育児休業を
取得する場合は、一定
の要件を満たしていれ
ば１歳２カ月に達する
日まで延長することが
できます。

配偶者が子の１歳到達日
以前の日において育児休
業していること、かつ次
の要件が必要となります。
①配偶者が同じ日から又
は先に育児休業を取得

特に必要と認められる
場合は１歳６カ月に達
する日まで取得可能

（※注）

育児休業は子１人につき原則１回取得可能
（配偶者の出産後８週間以内の期間に取得した育児休業については含まれません）
※育児休業終了後、３カ月以上経過後に再度育児休業をする予定がある場合は、育児休業申し出の際に、あら
かじめ「育児休業計画書を提出することにより、再度の育児休業が認められます。

職員が該当）

①休業職員の代替として、任期を
定めて採用された場合
②申し出があった日から起算して
１年以内に雇用関係が終了する
ことが明らかな場合
③１週間の就業日数が２日以下の
場合
④引き続き雇用された期間が１年
未満である場合
⑤子が２歳になるまでの間に、雇
用契約の期間が満了し、雇用契
約の更新がないことが明らかな
場合

取得できません

※注）特に必要と認められる場合は１歳６カ月に達する日まで取得可能。次のいずれにも該当する場合。
ア．子が１歳に達する日において、期間雇用職員又は配偶者が育児休業している場合。
イ．１歳を超えても休業が特に必要と認められる次のいずれかの場合
１）保育所への入所を希望し、申込みを行っているが当面その実施が行われない場合
２）子の養育を行う予定であった者が、負傷、疾病等により子を養育することができなくなった場合

は先に育児休業を取得
していること。
②１歳の誕生日までに、
職員本人が育児休業を
開始していること。

育児休業をする場合は、遅くとも休業開始１カ月前までに
育児休業申出書を提出して下さい。
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〇手続き方法

いつまで 必要書類 注意事項

育児休業

開始予定
日の１カ
月前
（期間雇用職
員は２週間
前）

・育児休業申出書
・証明書類（官公署が発
行する出生届受理証明書
等）

※申し出の時点において子が出生していない場合にあっては、子の出
生後２週間以内に育児休業対象児出生届に証明書類を添付して提出す
る。
※期間雇用職員については、雇用期間を超える育児休業終了予定日と
する申し出はできません。雇用契約の更新に伴って、育児休業も更新
する場合は、再度の申し出が必要です。※また、子が１歳６カ月に達
する日まで育児休業を延長しようとする場合も、再度の申し出が必要
です。

期間満了前に育児
休業を終了する場

合

事由が生
じた時

・養育状況変更届
・証明書類

次のような事由が生じた場合に該当
①育児休業に係る子が亡くなったとき
②子が養子の場合で、離縁や養子縁組を取り消したとき
③子と同居しなくなったとき
④負傷、疾病等により子を養育することができない状態になったとき
⑤職員が産前産後休暇となったとき
⑥職員が新たに育児休業又は介護休業を取得したとき
⑦職員が休職又は停職若しくは出勤停止の処分を受けたとき

育児休業期間を変
更する場合

終了予定
日の変更
の場合、
その１カ
月前

・育児休業変更申出書

原則として１回に限り変更することができる。
育児休業終了後、３カ月以上経過後に、再度育児休業をする予定があ
る場合は、育児休業申し出の際に、あらかじめ「育児休業計画書」を
提出することにより、再度の育児休業が認められます。

いずれの手続きも大学内担当係へお願いします。
次の部局以外の部局等 ：人事課人事総務係
医学部、医学部附属病院、大学院医学系研究科（医学）、大学院理工学研究科（医学） ：医学部総務課人事係
工学部、大学院医学系研究科（工学）、大学院理工学研究科（工学）、大学院技術経営研究科：工学部総務課人事職員係
教育学部各附属学校係教育学部附属学校園 ：教育学部附属学校園

〇給与等

・育児休業中は、給与は支給されません。月の途中から育児休業に入る場合は、その月は勤務した日数に応じて日割計算で
給与が支給されます。
・期末・勤勉手当は、基準日（６月１日、１２月１日）に育児休業中であっても、基準日以前６カ月以内に勤務した期間が
あるときは、勤務期間に応じて支給されます。
・退職手当の計算においては、育児休業期間の１／２相当期間（子が１歳までは１／３相当期間）が除算されます。
・育児休業中の社会保険（共済組合）等については、「３．（２）出産に係る共済組合、社会保険等について」を参照ください。
・配偶者が育児休業により無収入になった場合、配偶者の年間の所得が一定額（１３０万円）に達しないと見込まれ、かつ、
主として職員の扶養を受けることとなる場合には、扶養手当の対象となります。

－６－

解雇・不利益取扱いの禁止（育児・介護休業法第１０条関係）
育児休業の申出をしたことや育児休業を取得したことを理由とする解雇・不利益な取扱いは禁止されています。
解雇・不利益な取扱いとは
・解雇する（執拗な退職勧奨を含む） ・自宅待機を命じる ・不利益は配置転換をする ・降格する
・減給したり、賞与等において不利益な算定を行う など（休業期間中に賃金を支払わない、退職金や賞
与の算定に当たり現に勤務した日数を考慮する場合に休業した期間分は日割りで算定対象期間から控除すること等、
専ら休業期間は働かなかったものとして取り扱うことは、不利益な取扱いには該当しませんが、休業期間を超えて働
かなかったものとして取り扱うことは、「不利益な算定」に該当します。）



〇各種手続き一覧

出産日
育児休業
開始日

育児休業
終了日

育児休業申出書の提出
（開始1カ月前まで）

育児休業を
取得する場合

育児休業給付金
育児休業給付金の支給

手続き

共済組合
出産費、家族出産費の請求

共済掛金の免除申請
（免除期間は産前産後休業、育休終了まで）

（共済貯金、団終に加入している場合）
中断申請手続き

復活申請手続き

育児休業中の
住民税

住民税の納付
（担当係：人事課給与情報係）

常勤職員

産前産後休業期間、育児休業期
間の免除について、それぞれ申
請が必要です。

育児休業申出書の提出
（開始１カ月前まで）

育児休業を
取得する場合

育児休業給付金
育児休業給付金の支給

手続き

社会保険

出産育児一時金（家族出産
育児一時金）申請手続き

社会保険料免除
（産前産後休暇・育児休業

期間）の手続き

出産手当金請求書提出

社会保険料徴収
再開

非常勤職員

雇用期間を超える日を育児休業終了予定日とする申出はできません。
雇用契約の更新に伴って、育児休業も更新する場合は、再度の申し
出が必要です。

産前産後休暇期間により社会保険料免除
※産前産後休暇以外の無給休暇取得等により給料から社会保険料を控除
できない場合は本人から徴収

育児休業期間により社会保険
料免除

給料から社会
保険料を控除

－７－

出産日
育児休業
開始日

育児休業
終了日

育児休業期間の免除については、
申請の必要はありません。



対象 内容 手続き

出産費
【共済組合】

組合員又はその
被扶養者が出産
したとき
【常勤職員】

出産費（家族出産費）：４２万円
（産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産
した場合は40.4万円）
出産費附加金（家族出産費附加金）：４万円

直接支払制度（※注）・受取
代理制度を利用しない場合は
請求書に医師の証明を受けて、
添付書類と併せて共済担当係
へ提出

出産育児一時
金

【社会保険
（健康保
険）】

被保険者又はそ
の被扶養者が出
産したとき
【非常勤職員】

出産育児一時金（家族出産育児一時金）:４２万円
（産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産
した場合は４０．４万円）

直接支払制度を利用しない場
合、請求書に医師等の証明を
受けて直接全国健康保険協会
へ提出

出産手当金
【社会保険
（健康保
険）】

被保険者が出産
のため仕事を休
み給料が受けら
れないとき
【非常勤職員】

出産（予定）日以前４２日目（多胎妊娠の場合は９８
日目）から、出産の日の翌日以後５６日目までの範囲
内で、出産手当金として、欠勤１日につき標準報酬日
額の２／３相当額が支給される

「健康保険出産手当金支給申
請書」を担当係へ提出

育児休業給付
金

育児休業で勤務
しなかった期間
【常勤・非常勤
職員】

・１カ月当たり休業開始時賃金日額の約６７％相当額
（育児休業開始から通算１８０日に達するまで）
・１カ月当たり休業開始時賃金日額の約５０％相当額
・２カ月に１回支給（育児休業開始から通算１８０日
に達した以降）

担当係から必要書類を自宅へ
郵送したものに、必要事項を
記入の上、担当係へ返送する。

（２）出産に係る共済組合・社会保険等について

※注）直接支払制度とは、出産前に被保険者等と医療機関等が出産育児一時金の支給申請及び受取りに係る契約を結び、医療機関等が被保険者等に
代わって協会けんぽに出産育児一時金の申請を行い 直接 出産育児一時金の支給を受けることができる制度

内容 手続き

共済組合掛
金の免除

産前産後休業・育児休業している組合員が組合に申出をしたとき
は、その産前産後休業を開始した日の属する月から終了する日の
翌日の属する月の前月までの期間に係る掛金は徴収しない。

「産前産後休業期間掛金免除申出書」
「育児休業等期間掛金免除申出書」を
担当係へ提出

社会保険料
の免除

社会保険（健康保険、厚生年金保険）の被保険者の産前産後期間
中の保険料については、事業主が日本年金機構へ申し出て免除さ
れます。

※産前産後休暇以外の特別無給休暇取得により、その月の給与額
が社会保険料額に達しない場合、各担当係から社会保険料の振込
先等の連絡があります。
育児休業期間中は、社会保険料が免除されます。

「産前産後休業取得者申出書」を担当
係へ提出

※育児休業期間中の社会保険料免除に
ついては、本人手続き不要

担当係（共済）
常勤職員 吉田地区：人事課福利共済係

小串地区：医学部総務課職員係
（ワンストップ窓口）

常盤地区：工学部総務企画課人事・職員係、
教育学部附属学校園：教育学部各附属学校係

担当係（社会保険）
非常勤職員 吉田地区：人事課給与情報係

小串地区：医学部総務課職員係
（ワンストップ窓口）

常盤地区：工学部総務企画課人事・職員係
教育学部附属光小・中学校：教育学部光附属学校係

－８－

代わって協会けんぽに出産育児一時金の申請を行い、直接、出産育児一時金の支給を受けることができる制度。
直接支払制度を利用できるかどうかは出産予定の医療機関等にご確認ください。



育児短時間
勤務

早出遅出
勤務

常
勤
職
員

非
常
勤
職
員

小学校就学
の始期に達
するまでの
子を養育す
る職員

対象
職員

勤務時間の
短縮等の
措置

取得条件 内容

・勤務時間の始業時刻から連続し、又は終業時刻
まで連続する時間
・１日を通じて２時間の範囲内で必要とされる時
間
・３０分単位で短縮して行う勤務
・勤務した場合の給与については、短縮した時間
につき減給して給与が支給される

１日の所定勤務時間を変更することなく、始業ま
たは終業時刻を繰り上げ、または繰り下げて行う
勤務

「育児短時間勤務申出
書」を短時間勤務を開
始しようとする１カ月
前までに休暇請求の担
当係に提出

請求手続

様式２「早出遅出勤務

深夜勤務の制限
※当該職員の配偶者で当該子の親であるものが、
次の各号のいずれにも該当する職員を除く
①深夜において就業していない者（深夜におけ
る就業日数が１月について３日以下の者を含

小学校就学
の始期に達
するまでの

給与

減額

育児のため、就業しながらフルタイム勤務より短い勤務時間帯で勤務することができる制度として、
育児短時間勤務の制度があります。

育児のため、フルタイム勤務のまま、時間外労働の制限や勤務時間帯の変更等を請求する制度があります。

（３）復帰後の休暇等について

〇子育て期の勤務時間の短縮・制限

深夜勤務
制限

時間外勤務
制限

請求書、深夜勤務制限
請求書、時間外勤務制
限請求書」を休暇請求
の担当係へ提出

む）
②負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害
により請求に係る子を養育することが困難な
常態にある者でないもの
③８週間（多胎妊娠の場合にあっては１４週
間）以内に出産する予定である者又は産後８
週間を経過しない者でないもの
④請求に係る子と同居している者

するまでの
子を養育す
る職員また
は

要介護者の
ある職員

時間外勤務の制限

影響
なし

－９－

育児* 勤務 休憩 勤務

〈育児短時間勤務を行う例〉

・始業時刻から１時間３０分短縮する育児短時間勤務を申請した場合

8:30 10:00 12:00 13:00 17:15

・始業時刻から１時間、就業時刻まで１時間短縮する育児短時間勤務を申請した場合

育児* 勤務 休憩 勤務

8:30 9:30 12:00 13:00 17:15

*勤務を免除される時間

16:15

育児*



常
勤
職
員

非
常
勤
職
員

特
別
無
給
休
暇

特
別
休
暇

必要と認められる授乳等を行う場合

小学校就学の終期に達するまでの子の予防接種又
は健康診断のため勤務しないことが相当であると
認められる場合

小学校就学の終期に達するまでの子の看護（負傷
し、又は疾病にかかったその子の世話を行うこと
をいう）のため勤務しないことが相当であると認
められるとき

小学校就学の終期に達するまでの子の在学する又
は在学する予定の学校等の行事に参加するため勤
務をしないことが相当であると認められる場合

１日２回それぞれ３０分以内の期間

一の年において２日の範囲内の期間

一の年において５日（対象となる子が
２人以上の場合にあっては、１０日）
の範囲内の期間

一の年において５日の範囲内の期間

〇子育て期の特別休暇・特別無給休暇

対象職員
休暇種類

対象職員
休暇種類

取得条件

生後１年に
達しない子
を養育する
職員

小学校就学
の終期に達
するまでの
子を養育す
る職員

内容 期間制限

・休暇簿により請求
・休暇の単位は、必要に応じて１日、１時間または１分

－１０－




